
 

百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議規約改正 新旧対照表 

 
改正前 改正後 

  

（事業） 

第３条 略 

 （１）世界文化遺産の登録推薦書（案）の作成及びそのため

に必要な事業 

 （２）－（４）略 

 

  附 則  

（施行期日） 

１ 略 

（経過措置） 

２ 略 

附 則 

（施行期日） 

 この規約は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

 この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

 この規約は、平成２６年６月１日から施行する。 

（施行期日） 

 この規約は、平成２８年２月１７日から施行する。 

  

（事業） 

第３条 略 

 （１）世界文化遺産の登録にかかる資料等の作成及びそのた

めに必要な事業 

 （２）－（４）略 

 

 附 則  

（施行期日） 

１ 略 

（経過措置） 

２ 略 

 附 則 

（施行期日） 

 この規約は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

 この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

 この規約は、平成２６年６月１日から施行する。 

（施行期日） 

 この規約は、平成２８年２月１７日から施行する。 

【議題 1‐②】 



（施行期日） 

 この規約は、平成２８年５月１０日から施行する。 

（施行期日） 

 この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

 この規約は、平成２８年５月１０日から施行する。 

（施行期日） 

 この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

 この規約は、平成３０年１月  日から施行する。 

 
 


